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事業名： マイクロ・コモンズ・スチュワードシップ

協働する担当課： みどり政策課／庁舎管理担当課／都市計画課
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Ⅰ. ある歩道植栽の事例ⅰ ③

Before



Ⅰ. ある歩道植栽の事例ⅱ ④

After



Ⅰ. ある歩道植栽の事例ⅲ ⑤

Process



Ⅰ. ある歩道植栽の事例（参考） ⑥



Ⅱ. 区立峰松緑地ⅰ ⑦

2021年1月



Ⅱ. 区立峰松緑地ⅱ ⑧

2022年6月



『ランドスケープデザイン』２０２１年６月号（Ｎｏ. 1３８） ⑨

行政と市民が共に知恵を出し合い、ありうべきコモンの姿を模索することが必要だ。
「コモンの再生」というが、じつは再生すべきは「共助」の精神であり、

その土台のうえでコモンの「創出」のためのシステムづくりを、協働して始める時が来たのだと思う。



マイクロ・コモンズ



⑩

人新世における人類共有の地球環境の管理責任 ©東京大学

東京フォーラム２０２０（東京大学グローバル・コモンズ・センター）

Ａｎｔｈｒｏｐｏｃｅｎｅ Ｇｌｏｂａｌ Ｃｏｍｍｏｎｓ Ｓｔｅｗａｒｄｓｈｉｐ

⑪



マイクロ・コモンズ（概要）

マイクロ・コモンズとは

⑫

🔳（定義） ⑬参照

一般市民の参加が容易な小規模なコモンを、マイクロ・コモンズ（ＭＣ）と呼ぶ。

🔳（ＭＣの三領域） ⑭⑮⑯参照

（１）歩道（公道）の植栽部分
（２）小規模緑地・街区公園
（３）新庁舎の屋上庭園と広場 （いずれも公有地）

🔳（コモン化することの意義） ⑰参照

（１）行政業務負担の軽減のほか、社会関係資本の充実など、多大な効果を生む



マイクロ・コモンズ 詳細説明

マイクロ・コモンズ
とは

🔳（定義）グローバル・コモンズ（地球レベル）とは対極のローカル・コモンズ（地域社会レベル）の
内でも、一般市民の参加が容易な小規模なコモンを、マイクロ・コモンズ（MC）と呼ぶ。

🔳（MCの領域）当面は、（１）歩道（公道）の植栽部分 （２）小規模緑地・街区公園 などの公有地
以上をMCの基本対象とするほか、（３）新庁舎の屋上庭園と広場 を加える。

🔳（コモン）MCは、コモン、すなわち（１）地域の自然資源であり、（２）この資源の利活用のため
の共同管理制度である。
＊コモンズとは、私的所有でもなく、公的に所有されているものでもない、地域共同管理（所有や利用を包含した）

の対象としての自然資源であり、また、この資源の共同管理制度である
井上真（『コモンズの社会学』2001）

地球レベル

国家レベル

地方行政レベル

地域社会レベル

グローバル・コモンズ

マイクロ・コモンズ

ナショナル・コモンズ

ローカル・コモンズ

⑬

グローバル・コモンズ同様、
理念にとどまる

コモンズの本命、本来の姿

市民が気軽に関与すること
ができるスケールのコモンズ



マイクロ・コモンズについて ＭＣ1 ⑭

MC1

Before

Before

After

After

Ｂｅｆｏｒｅ
スチュワードシップ制度によるグリーンインフ
ラ適用事例の施工前のようす

Ａｆｔｅｒ
植栽部分は緑溝（バイオスウェル）となり、雨
水浸透させるよう、石も敷き詰められている

©Kevin Robert Perry, City of Portland

Why？

Ｂｅｆｏｒｅ
街路樹の間の植栽は、アベリアやツツジが一種
類だけ植わっていて、雑草が繁りやすい環境

Ａｆｔｅｒ
現在は、低木や宿根植物、一年草を織り交ぜた
混植に（変化に富んだ風景づくり・生物多様性
の確保）



マイクロ・コモンズについて ＭＣ２ ⑮

MC2 Why？

左の記事（slide⑨参照）をきっかけとして、MCの構想は
始まった。以下、記事本文から引用

…1960年代の子どもたちのように、管理のことなど考えず
無邪気に土地利用することは、今の世の中では許されない。
新たな酒（管理・利活用）には、新たな革袋（仕組み・
ルール）を用意しなければならない。行政と市民が共に知
恵を出し合い、ありうべきコモンの姿を模索することが必
要だ。「コモンの再生」というが、じつは再生すべきは
「共助」の精神であり、その土台のうえでコモンの「創
出」のためのシステムづくりを、協働して始める時が来た
のだと思う。

峰松緑地
2013年に元の所有者から区に遺贈された緑地。
現在は、地元民のグループが年数回、竹の伐採などの管理にあたって
いる。初年度から手をつけ、MC2のモデルとすべき最優先候補地で
ある。



マイクロ・コモンズについて ＭＣ３ ⑯

MC3 Why？

第一期工事 第二期工事 第三期工事

令和5年10月

本庁舎等整備に係る区民利用・交流拠点施設総合運営計画
「基本理念・方針・実現に向けた取り組み」
🔳「世田谷みどり33」をめざした「区役所一帯のみどりの拠点」
として、 魅力ある緑化空間づくりと拡大に取り組み、みどり豊か
で住みやすい「世田谷らしさ」のある風景の創出によって、みど
りの量と質を高めることにも貢献する。（基本方針）

🔳区民利用・交流拠点施設全体への区民参画のあり方と併せて、
緑化空間をコモンのように共同管理することについて検討し、 試
行する。（実現に向けた取り組み(1)）

🔳みどりを楽しむことが区民にとって習慣づけられ、地域におけ
るみどりの役割を大切にする活動が 区民に浸透するよう、「見て、
楽しむ」だけでなく、「育み、活かす」事業の推進と定着を図る。
（実現に向けた取り組み(3)）

令和7年10月

広場

区民会館

東棟

西棟
屋上庭園は、当面は非公開の予定となっている。
近隣住民への配慮と施設の有効活用を両立する方途を探るため、協働したい。



補足１．コモン化することの意義

マイクロ・コモンズ

（環境整備）市民が自ら環境整備のために協働する

（制度資本）市民が自ら仕組と組織づくりに携わる
コモンの二大特質

🔳 自然資源

🔳 共同管理制度

コモンの他の特質
🔳 地域性（空間）

🔳 限定性（ヒト）

（地域に根ざす）基本的にローカルなもの

（地元民の優位）基本的に地元民が共治・協働

⑰

社会関係資本 住民自治

効果

🔳 行政業務負担の軽減
🔳 土に親しむ場の創出

効果
🔳 シビックプライドの

確立

効果
🔳 コミュニティの再生
🔳 共助の精神の復活



スチュワードシップ



スチュワードシップ（概要）

スチュワードシップとは

⑲

🔳（定義）
マイクロ・コモンズ（ＭＣ）を、市民及び市民団体が管理し、利
活用する制度を、スチュワードシップ制度と呼ぶ。

🔳（コモンとの関係） ⑳参照

本事業においては、ＭＣは自然資源たる共用地のみを指し、制度はスチュワードシップ
制度と呼び、両者を峻別する。

🔳（ポートランド市の事例） ㉑参照

単なる市民参加の管理・植栽の質向上だけでなく、グリーンインフラ化されている



スチュワードシップ（詳細説明） ⑳

スチュワードシップ
制度とは

🔳（定義）マイクロ・コモンズ（MC）の植栽等を、市民及び市民団体が管理し、利活用する制度を新た
に制定し、スチュワードシップ制度と呼ぶ。

🔳（スチュワードシップとは）スチュワードとは、執事・財産管理人の意であり、スチュワードシップ
は、他人から預かった資産を責任をもって管理運用すること・受託責任を意味する。

🔳（コモンとの関係）コモンもまた、（１）地域の自然資源であると同時に、（２）この資源の利活用
のための共同管理制度 を意味する（slide⑬参照）。
しかしながら、本事業においてはMCは自然資源たる共用地のみを指し、制度はスチュワードシップ
制度と呼び、両者を峻別することとする。

スチュワードシップ制度

2020年に開催された東京フォーラム2020のタイトルはGlobal Commons Stewardship in the Anthropoceneであり、「人新世における人類共
有の地球環境の管理責任」との日本語タイトルが与えられた（slide⑪参照）。本事業名称は、これに想を得たものである。

（ポートランドの例）欧米諸国にはスチュワードシップ制度の先例がある。ポートランドでは、植栽の維持管理を市民や組織がケアし
ており、道路植栽を緑溝化して持続的雨水管理を実現するグリーンインフラ（グリーンストリート）が市内に散見される。

（新たな制度設計の必要性）2003年に地方自治法の改正により指定管理者制度が開始された。区には、公園管理協定制度や公園サポー
ター制度等も存在する。だが、これらは原状維持が原則で、MCが目指す植栽内容の自由な改変は想定していない。また、都市公園法と
世田谷区立公園条例は、共に「竹木を伐採し、又は植物を採取すること」は禁止行為としているが、樹林地（ex. 峰松緑地）では、伐採
や、タケノコ掘り、カキなどの果実の収穫や山野草の採取は、環境と習俗の双方の保全の観点から、適切に行われてしかるべきである。

よって既存の諸制度を可能な限り生かすにせよ、新たな制度的枠組みを構築することが必要である。



ポートランドの〈グリーンストリート〉 ㉑

Ｂｅｆｏｒｅ
スチュワードシップ制度によるグリーンイン
フラ適用事例の施工前のようす

Before After

Ａｆｔｅｒ
植栽部分は緑溝（バイオスウェル）となり、
雨水浸透させるよう、舗石も敷き詰められて
いる

©Kevin Robert Perry, City of Portland



実施体制／初年度事業予定
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ＭＣ事業委員会

ＰＳＡＣＥ組織図と運営体制 ㉓
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区役所関連各課／外郭団体（世田谷トラストまちづくり他）

グリーンインフラ官民連携パートナーシップ（国交省）

協働のパートナー

MC事業委員会

PSACE グリーン部会所属メンバーをコアとして、MC事業委員会
を編成し、協働事業に臨む。

MC研究会（協働事業継続期間内 常設）
・MCおよびスチュワードシップ制度についてのあらゆる課題の調査・研究
・シンポジウム／専門誌記事掲載／グリーンアップサイクル・プロジェクトとの
連携 等におけるプラットフォームとなる

タスクフォース（TF）
・課題ごとに随時編成／・研究会各課題の実働部隊

協働のPSACE側体制

東京みどりの研究会（6区2市連携）／その他自治体

世田谷みどり33協働会議／GA東京／NPO GreenWorks

区内市民団体・市民グループ

区役所担当課（みどり政策課／庁舎管理担当課／都市計画課）



担当課 協働内容 備考

みどり政策課
（公園緑地課の参画）

・MC1： 候補地選定着手

・MC2： 他自治体の事例研
究～峰松緑地での実践

・北烏山7丁目緑地
→令和5年 基本構想策定作業

着手

庁舎管理担当課

・MC3： 前年度までの委員
会での検討を引き継ぎ協働
着手

・屋上庭園の設計内容の検討
・グリーンアップサイクル・

プランターについての検討

・令和7年10月 広場・東棟屋
上庭園竣工

都市計画課
・スチュワードシップ制度化

のための研究着手

担当課との協働内容（初年度） ㉔



初年度事業予定

市民提案型協働事業 ㉕

項目 実施案件 実施内容

①MC研究会
＊１

論点整理 MC大綱のようなものを策定（いかなる考え方の下に、何を、どこまで行うか？）

ケーススタディ／ベンチマーキング
ポートランド市や他自治体での参考となる事例の研究
候補： 目黒区のグリーンクラブ制度（約100団体登録・活動地に道路植栽帯を含
む）／江東区のコミュニティガーデン制度（62団体1400人が登録）など

②MC1 MC１モデルの策定 みどり政策課と意見交換も交え、イメージを明確化／初年度・候補地模索

③MC2 MC２モデルの策定 区立峰松緑地での実践 2年目以降の他の公園・緑地での実践のための準備

④MC3 MC３の事業プランへの参画
令和4年度「世田谷区本庁舎等整備に係る区民利用施設総合運営計画策定検討委員
会」での検討を引き継ぎ、庁舎管理担当課と連携し、区事業の円滑な進行に寄与

⑤スチュワードシップ制度 スチュワードシップ制度の制度設計 都市計画課・みどり政策課の助言を仰ぎつつ、制度設計のための調査・研究を実施

⑥シンポジウム MCを主たるテーマとするシンポジウム 雑誌特集と連動する場合、2月開催が望ましい

⑦メディアの活用＊２ ランドスケープデザイン誌上の特集掲載 12月発売号にMC研究会の活動状況を中心に発表／8月発売号でも関連記事（４頁）

⑧グリーンアップサイクル プランターの試作・設置
環境施策として意義のあるグリーンアップサイクル製品として、プランターを試作
し、MC現場に設置、耐久性や使い勝手を研究する

⑨その他

ポートランドとの交流
市民や組織で緑をケアするスチュワードシップ制度（グリーンストリートなど）の
情報交換／MCないしシティリペアに関する意見交換（以上オンライン）

Living with Disasters: IFLA Asia-
Pacific Regional Congress in Japan

11月二子玉川ライズで開催されるランドスケープの国際会議への協力
事務局長＝平賀達也氏
https://ifla-apr2023.jp/

https://ifla-apr2023.jp/


グリーンアップサイクル ㉖

衣料品アップサイクル素材によるプランター試作・設置
新庁舎での設置によりみどり率ＵＰ（現行３４％→３５％に向上）を目指す



内外（団体内と一般）広報施策 ㉗

ＰＳＡＣＥ ＮＥＷＳやＨＰ、ＳＮＳでの情報発信

『ランドスケープデザイン』誌での特集協力（１２月発売号）

１月のシンポジウム



参考1．マイクロ・コモンズについて①

立案時から今日に至る経緯①

時期 実施案件 対象等 実施内容

2021.4 LD誌N0.138 P.42-43「峰松緑地とコモン」 専門誌読者 MC構想の元となるプランについて執筆

2021.7
プレゼン１（世田谷区みどり33推進部）
プレゼン２（世田谷トラストまちちづくり）
プレゼン３（市民）

部長･課長･係長
理事長～
みどり関係有志

「マイクロ･コモンズ〈世田谷みどり33〉を前進させる
ブレイクスルー･アイデア 試案」のPPTで実施
プレゼン１に、ドーン･ウチヤマ氏参加

2021.7
セボネN0.207 P.2-5「特集 みどりの季節に
世田谷みどり33を考える」

区内読者
インタビュイーとして、コモンおよびMCに言及
＊『セボネ』発行元： 世田谷ボランティア協会

2021.8 プレゼン４（区長）
区長・区長室長
担当部課長立会

PPTプレゼン／プレゼン1･2･４に、世田谷みどり33協
働会議の中川代表同席

2021.11
市民協働でつくるグリーンインフラ－持続可
能な取組のために－「世田谷区でのみどりの
取組みとマイクロ･コモンズ」

学会会員・学生

日本都市計画学会×日本造園学会×慶應義塾大学 SFC
（共催）公開オンラインセミナーでの講演･ディスカッ
ション

2022.2
ポートランドまちづくりスクール2021 特別
セミナー「マイクロ・コモンズ～市民提案が
目指したこと」YouTube配信

一般
「グリーンコミュニティの実現に向けて～ポートランド
と日本(世田谷区)における気候変動とまちづくりの展望
～」のタイトルのPSACE主催セミナーでの話題提供

2022.4
LD誌N0.144 P.6-15「Dawn Uchiyama ポー
トランド市環境局次長」

専門誌読者
巻頭インタビュー記事で、インタビュアーとしてMCに
触れる

2022.4
「マイクロコモンズのすすめ～これからのま
ちづくり、コミュニティのあり方～」

GA東京会員 GA東京Onlineセミナーでの講演

㉘



参考1．マイクロ・コモンズについて②

立案時から今日に至る経緯②

時期 実施案件 対象等 実施内容

2022.5
「コミュニティガーデンで街の課題解決に取
り組む」

GA東京会員
「まちの課題解決とコミュニティづくりの極意」のタイ
トルのGA東京セミナーでの講演
前月のOnlineセミナーのPPTを流用

2022.8
世田谷区のみどり政策と市民活動について～
一区民からの報告～」

日野市みどり行
政職員・活動家

「日野市 みどりのオンライン自主勉強会」に招かれ講
演、MCに言及

2022.9
都市計画N0.358 竹内智子「東京の公園緑地
政策にみるビジョンと実践─平成時代の公園
緑地政策史から考える」

都市計画学会員 学会誌論文中で、MCおよび大坪に言及

2023.1
令和5年度世田谷区提案型協働事業～PSACE
としての応募試案～テーマ： マイクロ・コ
モンズ・スチュワードシップ）

みどり政策課長
PSACE運営委員

本PPTである

㉙



みどり率
３３％の
達成

みどりの
質の向上

協働の
推進

改訂時の
３つの
視点

出典： みどりの基本計画 ©世田谷区

参考２．参加と協働 「世田谷みどり３３」 ㉚
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